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１ 特別職報酬等審議会について 
 ⑴ 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例（抄） 
  （趣旨） 

第１条 この条例は、法律又は他の条例で別に定めるもののほか、執行機関の

附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市長及び教育委員会（以下「市長等」という。）に附属機関を置き、そ

の名称、担任する事務並びに委員の定数及び任期は、市長の附属機関にあっ

ては別表第１、教育委員会の附属機関にあっては別表第２のとおりとする。 

  別表第１ 

名称 担任する事務 委員の定数 委員の任期 

京都市特別職

報酬等審議会 

市会議員の議員報酬の額並びに市

長及び副市長の給料の額に関する

事項について、市長の諮問に応

じ、調査し、及び審議すること。 

10 人以内 ２年 

⑵ 京都市特別職報酬等審議会規則（抄） 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第８条の

規定に基づき、京都市特別職報酬等審議会（以下「審議会」という。）に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （意見の聴取） 

第２条 市長は、市会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額（以

下「議員報酬等の額」という。）に関する条例を議会に提案しようとするとき

は、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。 

２ 市長は、前項に規定する場合のほか、京都市人事委員会が地方公務員法第 26

条の規定に基づく給料表に関する勧告等をしたときは、議員報酬等の額につい

て審議会の意見を聴くものとする。 

（会長） 

第３条 審議会に、会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（招集、定足数等） 

第４条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が

在任しないときの審議会は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳

述、説明その他の必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、行財政局において行う。 

（補則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が定める。 
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２ 特別職報酬等審議会からの答申（令和６年１２月２５日）以降の動向 

 ⑴ 本市特別職の報酬等の改定 

  ① 市長及び副市長 

   ア 月例給の改定【令和７年４月実施】 

    ➣ 答申に基づき改定 

 改定前 改定後 改定額・率 

市長 

1,529,000 円  1,410,000 円  △119,000 円・△7.8％ 

給料 1,390,000 円 

地域手当 139,000 円 
給料に一元化  

副市長 

1,210,000 円  1,120,000 円  △ 90,000 円・△7.4％ 

給料 1,100,000 円 

地域手当 110,000 円 
給料に一元化 

 

     ※ 給与減額措置（市長△30％、副市長△12％）は令和７年３月末で終了 

    ＜改定の考え方＞ 

     ○ 市長については、本市と人口及び歳出規模が類似（人口 100～200 万

人かつ歳出額±30％）する５つの政令指定都市（札幌・川崎・神戸・広

島・福岡）の市長の月例給の平均額を基準に改定 

     ○ 副市長については、市長の改定率を用いて改定 

     ○ 上記改定に合わせ、地域手当を廃止し、給料に一元化 

イ 退職手当の支給割合の改定【令和７年４月実施】 

    ➣ 答申に基づき、地域手当の廃止に伴って退職手当が増額することがない

よう改定 

 改定前 改定後 

市長 １００分の５１ １００分の４６．４ 

副市長 １００分の３９．４ １００分の３５．８ 

   ウ 期末手当の改定 

    ➣ 国の指定職職員に準じて、期末手当の年間支給月数を引上げ 

 改定前 令和７年４月実施 令和７年１２月実施 

市長 

副市長 
３．２５月 

３．４５月 

（＋０．２月） 

３．５０月 

（＋０．０５月） 
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  ② 市会議員 

   ア 報酬月額の改定【令和９年４月実施】 

    ➣ 答申に基づき改定 

 改定前 改定後 改定額・率 

議長 
1,120,000 円 

（896,000 円） 
1,070,000 円 △50,000 円・△4.5％ 

副議長 
1,030,000 円 

（824,000 円） 
980,000 円 △50,000 円・△4.9％ 

議員 
960,000 円 

（768,000 円） 
920,000 円 △40,000 円・△4.2％ 

     ※ 改定前の括弧内の額は、令和９年３月末まで継続される報酬減額措置

（改定前の報酬月額△20％）後の金額 

    ＜改定の考え方＞ 

     ○ 議長については、本市と人口及び歳出規模が類似（人口 100～200 万

人かつ歳出額±30％）する５つの政令指定都市（札幌・川崎・神戸・広

島・福岡）の議長の報酬月額の平均額を基準に改定 

     ○ 副議長・議員については、議長の改定率を用いて改定 

   イ 期末手当の改定 

    ➣ 国の指定職職員に準じて、期末手当の年間支給月数を引上げ 

 改定前 令和７年４月実施 令和７年１２月実施 

議長 

副議長 

議員 

３．２５月 
３．４５月 

（＋０．２月） 

３．５０月 

（＋０．０５月） 
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 ⑵ 他の政令指定都市における特別職の報酬等の改定状況 

  ① 市長及び副市長の月例給 

   ➣ 市 長：引上げ５都市 

副市長：引上げ４都市、引下げ２都市 

  ＜参考：類似都市の状況＞ 

本市と人口及び歳出規模が類似する５つの政令指定都市の市長の月例給の平

均：1,420,052 円（令和８年１月１日時点） 

  ＜参考：京都府の状況＞ 

   知事・副知事の月例給は据置き（令和８年４月から地域手当を廃止し、給料に

一元化） 

  ※ 令和７年度末まで給与減額措置を実施（知事△８％、副知事△４％） 

 

  ② 市会議員の報酬月額 

   ➣ 引上げ４都市 

＜参考：類似都市の状況＞ 

本市と人口及び歳出規模が類似する５つの政令指定都市の議長の報酬月額の

平均：1,068,600 円（令和８年１月１日時点） 

  ＜参考：京都府の状況＞ 

   議員の報酬月額は据置き 

 
 
 
 ⑶ 本市一般職の給与の改定状況 

  ➣ 令和７年９月の人事委員会勧告を踏まえ、月例給及び期末・勤勉手当を引上

げ 

  ① 月例給 

    ＋２．８９％（令和７年４月実施） 

  ② 期末・勤勉手当 

 改定前 令和７年１２月実施 

年間支給月数 ４．６０月 
４．６５月 

（＋０．０５月） 
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３ 本市特別職の報酬等の状況（令和８年１月１日時点） 
 ⑴ 市長及び副市長 

  月例給 
年間支給額 

（月例給＋期末手当） 

市 長 1,410,000 円 
⑧ 

（④） 
24,075,750 円 

⑥ 

（③） 

副市長 1,120,000 円 
⑤ 

（④） 
19,124,000 円 

⑤ 

（④） 

※ 丸数字は政令指定都市順位（上段：条例上の制度値ベース、下段：給与減額

措置後の実支給額ベース） 

 

⑵ 市会議員 

 報酬月額 
年間支給額 

（報酬月額＋期末手当） 

議 長 
1,120,000 円 

（896,000 円） 

④ 

（⑭） 

19,124,000 円 

（16,436,000 円） 

④ 

（⑫） 

副議長 
1,030,000 円 

（824,000 円） 

④ 

（⑭） 

17,587,250 円 

（15,115,250 円） 

④ 

（⑪） 

議 員 
960,000 円 

（768,000 円） 

② 

（⑭） 

16,392,000 円 

（14,088,000 円） 

② 

（⑨） 

※ 報酬月額及び年間支給額の上段は条例上の制度値ベース、下段は報酬減額

措置（△20％）後の実支給額ベース 

※ 丸数字は政令指定都市順位（上段：条例上の制度値ベース、下段：報酬減額

措置後の実支給額ベース） 

 

＜参考：令和９年４月以降の制度値＞ 

 報酬月額 
年間支給額 

（報酬月額＋期末手当） 

議 長 1,070,000 円 18,270,250 円 

副議長 980,000 円 16,733,500 円 

議 員 920,000 円 15,709,000 円 
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,2
60

京
都

市
⑤

1,
12
0,
00
0

5,
68
4,
00
0

⑤
19
,1
24
,0
00

⑥
19
,2
46
,0
80

④
19
,1
24
,0
00

大
阪

市
⑧

1,
09
6,
00
0

5,
39
2,
32
0

⑪
18
,5
44
,3
20

⑤
19
,9
91
,0
40

⑰
(
15
,9
48
,1
15

)
堺

市
⑨

1,
08
9,
00
0

*
5,
61
9,
24
0

⑩
18
,6
87
,2
40

⑫
17
,1
07
,2
00

⑱
(
15
,8
84
,1
54

)
神

戸
市

②
1,
24
3,
20
0

*
6,
86
2,
46
4

②
21
,7
80
,8
64

①
26
,6
40
,0
00

⑨
(
18
,5
13
,7
34

)
岡

山
市

⑲
94
7,
60
0

*
5,
28
7,
60
8

⑯
16
,6
58
,8
08

⑰
13
,2
48
,0
00

⑬
16
,6
58
,8
08

広
島

市
⑩

1,
08
1,
50
0

*
6,
03
4,
77
0

⑥
19
,0
12
,7
70

②
23
,6
88
,0
00

⑤
19
,0
12
,7
70

北
九

州
市

⑮
1,
00
9,
40
0

*
5,
02
4,
16
6

⑮
17
,1
36
,9
66

⑬
15
,9
93
,6
00

⑮
(
16
,1
99
,8
18

)
福

岡
市

④
1,
14
4,
00
0

*
5,
55
1,
52
0

④
19
,2
79
,5
20

⑨
18
,2
20
,8
00

③
19
,2
79
,5
20

熊
本

市
⑯

96
0,
00
0

4,
03
2,
00
0

⑲
15
,5
52
,0
00

⑲
11
,0
59
,2
00

⑲
15
,5
52
,0
00

平
均

1,
07
3,
61
2

ー
18
,3
22
,1
81

17
,3
51
,7
70

(
17
,8
42
,0
03

)

京
都
府
副
知
事

1,
11
9,
16
2

*
5,
59
5,
60
4

19
,0
25
,5
48

21
,1
14
,7
20

(
18
,2
64
,5
20

)
注
１
：
＊
は
地
域
手
当
制
度
の
あ
る
都
市
 
 
 
 
／
 
 
 
 
注
２
：
（
参
考
）
の
（
 
）
内
は
給
与
減
額
措
置
後
の
実
年
間
支
給額

（
参
考
）
給
与
減
額
措
置
後

の
実
年
間
支
給
額

政
令
指
定
都
市
の
市
長
・
副
市
長
の
月
例
給
等
（
令
和
8年

1月
1日

時
点
・
制
度
値
）

区
 
 
分

月
例
給

制
度
値

年
間
支
給
額

退
職
手
当
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（
単
位
：
円
）

期
末
手
当

期
末
手
当

札
幌

市
⑩

1,
04
0,
00
0

5,
27
8,
00
0
⑩

17
,7
58
,0
00

⑦
17
,7
58
,0
00

⑧
95
0,
00
0

4,
82
1,
25
0
⑧

16
,2
21
,2
50

⑤
16
,2
21
,2
50

仙
台

市
⑪

1,
02
0,
00
0

5,
17
6,
50
0
⑪

17
,4
16
,5
00

⑧
17
,4
16
,5
00

⑪
91
0,
00
0

4,
61
8,
25
0
⑪

15
,5
38
,2
50

⑧
15
,5
38
,2
50

さ
い
た
ま
市

⑫
99
2,
00
0

5,
03
4,
40
0
⑫

16
,9
38
,4
00

⑩
16
,9
38
,4
00

⑫
88
6,
00
0

4,
49
6,
45
0
⑫

15
,1
28
,4
50

⑩
15
,1
28
,4
50

千
葉

市
⑭

93
0,
00
0

5,
18
9,
40
0
⑬

16
,3
49
,4
00

⑬
16
,3
49
,4
00

⑭
84
0,
00
0

4,
68
7,
20
0
⑬

14
,7
67
,2
00

⑫
14
,7
67
,2
00

川
崎

市
⑨

1,
04
3,
00
0

5,
29
3,
22
4
⑨

17
,8
09
,2
24

⑥
17
,8
09
,2
24

⑨
93
2,
00
0

4,
72
9,
90
0
⑩

15
,9
13
,9
00

⑥
15
,9
13
,9
00

横
浜

市
②

1,
17
9,
00
0

6,
57
8,
82
0
①

20
,7
26
,8
20

①
20
,7
26
,8
20

②
1,
06
1,
00
0

5,
92
0,
38
0
①

18
,6
52
,3
80

①
18
,6
52
,3
80

相
模

原
市

⑰
83
0,
00
0

4,
15
2,
07
4
⑰

14
,1
12
,0
74

⑰
14
,1
12
,0
74

⑰
74
6,
00
0

3,
73
1,
86
4
⑰

12
,6
83
,8
64

⑰
12
,6
83
,8
64

新
潟

市
⑳

78
6,
00
0

2,
92
3,
92
0
⑳

12
,3
55
,9
20

⑳
12
,3
55
,9
20

⑳
70
7,
00
0

2,
63
0,
04
0
⑳

11
,1
14
,0
40

⑳
11
,1
14
,0
40

静
岡

市
⑱

82
4,
00
0

4,
49
9,
04
0
⑯

14
,3
87
,0
40

⑯
14
,3
87
,0
40

⑱
73
5,
00
0

4,
01
3,
10
0
⑯

12
,8
33
,1
00

⑯
12
,8
33
,1
00

浜
松

市
⑲

82
1,
00
0

4,
05
1,
63
4
⑱

13
,9
03
,6
34

⑱
13
,9
03
,6
34

⑲
73
3,
00
0

3,
61
7,
35
4
⑱

12
,4
13
,3
54

⑱
12
,4
13
,3
54

名
古

屋
市

①
1,
22
5,
00
0

5,
50
6,
37
4
②

20
,2
06
,3
74

④
(

18
,0
01
,3
74

)
①

1,
07
8,
00
0

4,
84
5,
61
0
③

17
,7
81
,6
10

⑦
(

15
,8
41
,2
10

)
京

都
市

④
1,
12
0,
00
0

5,
68
4,
00
0
④

19
,1
24
,0
00

⑫
(

16
,4
36
,0
00

)
④

1,
03
0,
00
0

5,
22
7,
25
0
④

17
,5
87
,2
50

⑪
(

15
,1
15
,2
50

)
大

阪
市

⑥
1,
08
0,
00
0

5,
11
9,
20
0
⑦

18
,0
79
,2
00

⑪
(

16
,5
19
,2
00

)
⑦

96
0,
00
0

4,
55
0,
40
0
⑨

16
,0
70
,4
00

⑬
(

14
,6
78
,4
00

)
堺

市
⑬

95
0,
00
0

4,
90
2,
00
0
⑭

16
,3
02
,0
00

⑭
16
,3
02
,0
00

⑬
85
0,
00
0

4,
38
6,
00
0
⑭

14
,5
86
,0
00

⑭
14
,5
86
,0
00

神
戸

市
③

1,
14
0,
00
0

6,
29
2,
80
0
③

19
,9
72
,8
00

②
19
,9
72
,8
00

③
1,
04
0,
00
0

5,
74
0,
80
0
②

18
,2
20
,8
00

②
18
,2
20
,8
00

岡
山

市
⑮

85
0,
00
0

4,
74
3,
00
0
⑮

14
,9
43
,0
00

⑮
14
,9
43
,0
00

⑮
77
0,
00
0

4,
29
6,
60
0
⑮

13
,5
36
,6
00

⑮
13
,5
36
,6
00

広
島

市
⑦

1,
06
0,
00
0

5,
91
4,
80
0
⑤

18
,6
34
,8
00

③
18
,6
34
,8
00

⑩
93
0,
00
0

5,
18
9,
40
0
⑦

16
,3
49
,4
00

④
16
,3
49
,4
00

北
九

州
市

⑤
1,
09
0,
00
0

5,
45
2,
72
4
⑥

18
,5
32
,7
24

⑨
(

16
,9
63
,6
14

)
⑤

98
0,
00
0

4,
90
2,
45
0
⑤

16
,6
62
,4
50

⑨
(

15
,2
51
,6
90

)
福

岡
市

⑦
1,
06
0,
00
0

5,
22
5,
80
0
⑧

17
,9
45
,8
00

⑤
17
,9
45
,8
00

⑥
97
0,
00
0

4,
78
2,
10
0
⑥

16
,4
22
,1
00

③
16
,4
22
,1
00

熊
本

市
⑯

83
1,
00
0

3,
49
0,
20
0
⑲

13
,4
62
,2
00

⑲
13
,4
62
,2
00

⑯
75
7,
00
0

3,
17
9,
40
0
⑲

12
,2
63
,4
00

⑲
12
,2
63
,4
00

平
均

99
3,
55
0

ー
16
,9
47
,9
96

(
16
,5
46
,8
90

)
89
3,
25
0

ー
15
,2
37
,2
90

(
14
,8
76
,5
32

)

京
都

府
1,
12
0,
00
0

5,
60
2,
80
0

19
,0
42
,8
00

19
,0
42
,8
00

1,
03
0,
00
0

5,
15
2,
57
4

17
,5
12
,5
74

17
,5
12
,5
74

注
：
（
参
考
）
の
（
 
）
内
は
報
酬
等
減
額
措
置
後
の
実
年
間
支
給
額

政
令
指
定
都
市
の
市
会
議
員
の
報
酬
額
等
（
令
和
8年

1月
1日

時
点
・
制
度
値
）

区
 
 
分

報
酬
月
額

年
間
支
給
額

報
酬
月
額

年
間
支
給
額

制
度
値

制
度
値

議
長

（
参
考
）
報
酬
等
減
額
措

置
後
の
実
年
間
支
給
額

副
議
長

（
参
考
）
報
酬
等
減
額
措

置
後
の
実
年
間
支
給
額
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（
単
位
：
円
）

期
末
手
当

札
幌

市
⑧

86
0,
00
0

4,
36
4,
50
0
⑨

14
,6
84
,5
00

⑤
14
,6
84
,5
00

仙
台

市
⑪

84
0,
00
0

4,
26
3,
00
0
⑪

14
,3
43
,0
00

⑧
14
,3
43
,0
00

さ
い
た
ま
市

⑫
81
9,
00
0

4,
15
6,
42
4
⑫

13
,9
84
,4
24

⑩
13
,9
84
,4
24

千
葉

市
⑭

77
0,
00
0

4,
29
6,
60
0
⑬

13
,5
36
,6
00

⑫
13
,5
36
,6
00

川
崎

市
⑩

84
1,
00
0

4,
26
8,
07
4
⑩

14
,3
60
,0
74

⑦
14
,3
60
,0
74

横
浜

市
③

95
3,
00
0

5,
31
7,
74
0
①

16
,7
53
,7
40

①
16
,7
53
,7
40

相
模

原
市

⑰
68
2,
00
0

3,
41
1,
70
4
⑯

11
,5
95
,7
04

⑯
11
,5
95
,7
04

新
潟

市
⑳

65
9,
00
0

2,
45
1,
48
0
⑳

10
,3
59
,4
80

⑳
10
,3
59
,4
80

静
岡

市
⑱

66
3,
00
0

3,
61
9,
98
0
⑰

11
,5
75
,9
80

⑰
11
,5
75
,9
80

浜
松

市
⑱

66
3,
00
0

3,
27
1,
90
4
⑱

11
,2
27
,9
04

⑱
11
,2
27
,9
04

名
古

屋
市

①
99
0,
00
0

4,
45
0,
05
0
③

16
,3
30
,0
50

⑥
(

14
,5
48
,0
50

)
京

都
市

②
96
0,
00
0

4,
87
2,
00
0
②

16
,3
92
,0
00

⑨
(

14
,0
88
,0
00

)
大

阪
市

⑤
88
0,
00
0

4,
17
1,
20
0
⑧

14
,7
31
,2
00

⑬
(

13
,4
59
,2
00

)
堺

市
⑬

78
0,
00
0

4,
02
4,
80
0
⑭

13
,3
84
,8
00

⑭
13
,3
84
,8
00

神
戸

市
④

93
0,
00
0

5,
13
3,
60
0
④

16
,2
93
,6
00

②
16
,2
93
,6
00

岡
山

市
⑮

71
0,
00
0

3,
96
1,
80
0
⑮

12
,4
81
,8
00

⑮
12
,4
81
,8
00

広
島

市
⑧

86
0,
00
0

4,
79
8,
80
0
⑤

15
,1
18
,8
00

③
15
,1
18
,8
00

北
九

州
市

⑤
88
0,
00
0

4,
40
2,
20
0
⑥

14
,9
62
,2
00

⑪
(

13
,6
95
,3
96

)
福

岡
市

⑤
88
0,
00
0

4,
33
8,
40
0
⑦

14
,8
98
,4
00

④
14
,8
98
,4
00

熊
本

市
⑯

68
6,
00
0

2,
88
1,
20
0
⑲

11
,1
13
,2
00

⑲
11
,1
13
,2
00

平
均

81
5,
30
0

ー
13
,9
06
,3
73

(
13
,5
75
,1
33

)

京
都

府
96
0,
00
0

4,
80
2,
40
0

16
,3
22
,4
00

16
,3
22
,4
00

注
：
（
参
考
）
の
（
 
）
内
は
報
酬
等
減
額
措
置
後
の
実
年
間
支
給
額

年
間
支
給
額

（
参
考
）
報
酬
等
減
額
措

置
後
の
実
年
間
支
給
額

議
員

政
令
指
定
都
市
の
市
会
議
員
の
報
酬
額
等
（
令
和
8年

1月
1日

時
点
・
制
度
値
）

制
度
値

区
 
 
分

報
酬
月
額
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本
市
特

別
職
の
月
例
給
・
報

酬
の
改
定
経
過
 

 

適
用
年
月
日
 

Ｓ
5
1
.
1
1
 

Ｓ
5
3
.
5
 

Ｓ
5
6
.
2
 

S
6
2
.
1
2
 

H
3
.
1
2
 

H
8
.
7
 

R
7
.
4
 

（
現
行
）
 

改
定
内
容
 

【
引
上
げ
】
 

【
引
上
げ
】
 

【
引
上
げ
】
 

【
引
上
げ
】
 

【
引
上
げ
】
 

【
引
上
げ
】
 

【
引
下
げ
】
 

市
 
長
 

9
1
8
,
0
0
0
円

 
1
,
0
2
6
,
0
0
0
円
 

1
,
1
0
1
,
6
0
0
円
 

1
,
2
6
5
,
0
0
0
円
 

1
,
4
3
0
,
0
0
0
円
 

1
,
5
2
9
,
0
0
0
円
 

1
,
4
1
0
,
0
0
0
円
 

副
市
長
 

7
1
2
,
8
0
0
円

 
7
9
9
,
2
0
0
円
 

8
6
4
,
0
0
0
円
 

1
,
0
2
3
,
0
0
0
円
 

1
,
1
3
3
,
0
0
0
円
 

1
,
2
1
0
,
0
0
0
円
 

1
,
1
2
0
,
0
0
0
円
 

議
 
長
 

6
8
0
,
0
0
0
円

 
7
6
0
,
0
0
0
円
 

8
2
0
,
0
0
0
円
 

9
5
0
,
0
0
0
円
 

1
,
0
5
0
,
0
0
0
円
 

1
,
1
2
0
,
0
0
0
円
 

1
,
1
2
0
,
0
0
0
円
 

副
議
長
 

5
9
0
,
0
0
0
円

 
6
7
0
,
0
0
0
円
 

7
3
0
,
0
0
0
円
 

8
6
0
,
0
0
0
円
 

9
6
0
,
0
0
0
円
 

1
,
0
3
0
,
0
0
0
円
 

1
,
0
3
0
,
0
0
0
円
 

議
 
員
 

5
2
0
,
0
0
0
円

 
6
0
0
,
0
0
0
円
 

6
6
0
,
0
0
0
円
 

7
9
0
,
0
0
0
円
 

8
9
0
,
0
0
0
円
 

9
6
0
,
0
0
0
円
 

9
6
0
,
0
0
0
円
 

 ※
 
昭
和

5
1
年

1
1
月
以
降
の
改
定
経
過

を
記
載
 

※
 
市
長
・
副
市
長
に
つ
い
て
は
、
令
和

7
年

3
月
ま
で
は
給
料
＋
地
域
手
当
（
昭
和

5
6
年

2
月
の
改
定
時
ま
で
は

8
％
、
昭
和

6
2
年

1
2
月
か
ら
平
成

8
年

7
月
の
改
定
時
ま
で
は

1
0
％
）
の

額
（
令
和

7
年

4
月
か
ら
地
域
手
当
を
廃
止
し
、
給
料
に
一
元
化
）
 

※
 
議
長
・
副
議
長
・
議
員
に
つ
い
て
は

、
令
和

9
年

4
月
に
改
定
予
定
（
議
長

1
,
0
7
0
,
0
0
0
円
、
副
議
長

9
8
0
,
0
0
0
円
、
議
員

9
2
0
,
0
0
0
円
）
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一般職の給与決定の方法と本市給与勧告の状況 

 

１ 給与決定の方法 

 地方公務員法（抄） 

（情勢適応の原則） 

第１４条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、（中略）が社会一般の情勢に適

応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。 

２ 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長

に勧告することができる。 

 

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準） 

第２４条（略） 

２ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給

与その他の事情を考慮して定められなければならない。 

 

（給料表に関する報告及び勧告） 

第２６条 人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公

共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給

料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をす

ることができる。 

 

２ 本市人事委員会勧告の状況 

令和７年度の人事委員会の報告及び勧告のポイント 

 

 

 

 

 

  

１ 月例給の引上げ 

  市内民間給与との較差 11,780 円（2.89％）を解消するため、給料表を改定【令和 7 年

4 月から実施】 

２ 期末手当及び勤勉手当（ボーナス）の引上げ 

年間支給月数を 0.05 月分引き上げ、4.65 月に改定【条例公布の日から実施】 
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（近年の人事委員会勧告の内容） 

年 
月 例 給 期末・勤勉手当 平均年間給与の増減 

公 民 較 差 改定 支給月数 改定 増減額 増減率 

H26 948 円 (0.24％) 給料表引上げ 4.10 月 ＋0.15 月 7.6 万円 1.2％ 

H27 1,195 円 (0.30％) 給料表引上げ 4.20 月 ＋0.10 月 5.9 万円 0.9％ 

H28 62 円 (0.02％) ― 4.30 月 ＋0.10 月 4.0 万円 0.6％ 

H29 36 円 (0.01％) ― 4.40 月 ＋0.10 月 4.0 万円 0.6％ 

H30 40 円 (0.01％) ― 4.45 月 ＋0.05 月 2.0 万円 0.3％ 

R1 392 円 (0.10％) 給料表引上げ 4.50 月 ＋0.05 月 2.7 万円 0.4％ 

R2 △42 円 (△0.01％) ― 4.45 月 △0.05 月 △2.0 万円 △0.3％ 

R3 △35 円 (△0.01％) ― 4.30 月 △0.15 月 △5.9 万円 △0.9％ 

R4 108 円 (0.03％) ― 4.40 月 ＋0.10 月 3.9 万円 0.6％ 

R5 3,770 円 (0.95％) 給料表引上げ 4.50 月 ＋0.10 月 10.2 万円 1.6％ 

R6 8,921 円 (2.23％) 給料表引上げ 4.60 月 ＋0.10 月 18.8 万円 2.9％ 

R7 11,780 円 （2.89％） 給料表引上げ 4.65 月 ＋0.05 月 21.7 万円 3.2％ 

（注）1 期末・勤勉手当の支給月数は、改定後の月数である。 

   2 平均年間給与は、事務・技術職員の給与である。 

 

（参 考） 令和７年度人事院勧告の状況 

 〇月例給 官民較差：15,014 円（3.62％） 

   採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引上げ 

   若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大幅に上回る引上げ改定 

 〇期末・勤勉手当 

   年間 4.60 月分→4.65 月分 
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令和６年１２月２５日 

 

京都市長 松井 孝治 様 

 

京都市特別職報酬等審議会 

会 長 太田 肇 

 

 

京都市会議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額 

並びに改定時期について（答申） 

 

 

 令和６年１２月１０日付け行人給第６号により、本審議会に対し諮問

された京都市会議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額並びに

改定時期について、別紙のとおり答申します。 
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答  申  書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都市特別職報酬等審議会 
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- 1 - 

１ はじめに 

京都市特別職報酬等審議会は、市会議員の報酬の額並びに市長及び副

市長の給料の額に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、審

議する役割を担っている。 

本審議会は、市長等の給与減額措置が継続して実施されている状況の

中、長期間にわたって開催されてこなかったが、この度、市長の要請を

受け、２３年ぶりに開催されることとなり、１１月２９日以降、持ち回

り開催も含め３回の会議を開催し、委員相互に活発に議論を行った結果、

市長からの諮問に対する結論を得たため、市会議員の報酬の額並びに市

長及び副市長の給料の額に関し、答申を行うものである。 

 

２ 主な審議内容と改定の考え方 

  審議に当たっては、特別職の職務・職責、本市一般職職員の給与改定

の状況、他の政令指定都市における特別職の報酬等の額及び改定状況、

国の特別職・指定職の職員の給与や民間役員の報酬の額、消費者物価の

動向、他の政令指定都市との人口及び歳出規模に関する比較等、幅広い

観点から現状の把握・分析を行った。 

 ⑴ 改定の必要性 

   本市特別職の報酬等の額については、平成８年７月に本審議会の

答申に基づき改定されて以降、据え置かれている。 

   しかしながら、当時から２８年が経過し、社会経済情勢や本市を含

む政令指定都市の状況等が変化していること等を踏まえ、改定する

必要があると判断した。 

 ⑵ 報酬等の額の改定の考え方 

   特別職の報酬等の額については、社会経済情勢等も十分に考慮し
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つつ、その職務・職責に応じたものとするべきである。 

   そのため、上述の各事項に関し数値の比較や分析を行い、議論を重

ねた結果、まず、議長の報酬及び市長の月例給（給料及び地域手当を

いう。）については、人口及び歳出規模が類似する他の政令指定都市

と均衡させることが、その職務・職責を反映するうえで、現時点で最

も合理的な考え方であり、具体的な額については比較に適すると判

断した５つの政令指定都市（札幌市、川崎市、神戸市、広島市及び福

岡市）の議長の報酬及び市長の月例給の平均額を基準として、改定す

ることが適当であるとの結論に至った。 

また、副議長及び議員の報酬の額については議長の報酬額の改定率

を、副市長の月例給については市長の月例給の改定率をそれぞれ用い

て改定することが、市内部での均衡の観点から適当である。 

 

 ⑶ 地域手当等について 

   市長及び副市長に対しては、月例給として給料と地域手当が支給

されている。 

   地域手当は、地域ごとの民間企業の賃金水準を反映させるために

国家公務員及び地方公務員に支給されている手当であるが、市長及

び副市長の月例給は、その職務・職責に応じて定めるべきものであり、

当該手当の性質上、必ずしも馴染むものとは言い難く、市民にとって

の分かりやすさという観点も踏まえると、地域手当は廃止し、給料と

して一元化して支給することが適当であると考える。 

   なお、給料のみを算定基礎としている退職手当が、地域手当の廃止

に伴って増額することがないよう、所要の措置を検討されたい。 
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３ 具体的な額及び改定の時期 

  これら審議の結果に基づき、京都市会議員の報酬の額並びに市長及

び副市長の給料の額並びに改定時期について、以下のとおりとすべき

である。 

 ⑴ 報酬月額及び給料月額 

   市 会 議 長   報酬月額   １，０７０，０００ 円 

   市会副議長     同       ９８０，０００ 円 

   市 会 議 員     同       ９２０，０００ 円 

   市   長   給料月額   １，４１０，０００ 円 

   副 市 長     同     １，１２０，０００ 円 

⑵ 改定時期 

   本答申後、速やかに改定するのが適当である。 

 

４ 最後に 

議長、市長をはじめとする本市特別職の報酬等については、政令指定

都市の執行機関、議決機関として担う重要な職務・職責に応じた適切な

額とすべきであり、審議会としては、本答申に基づく対応がなされるこ

とを望むものである。 

  また、特別職の報酬等の額については、社会経済情勢の変化や一般職

職員の給与改定の状況等も注視しつつ、その職務・職責に応じた適切な

ものとなっているか、常に検証が必要であり、今後は、時宜に応じて、

審議会を開催し、必要な検証、審議を行うべきである。 
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○京都市特別職の職員の給与に関する条例（抄） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び公営企業の管理者（以下「特別

職の職員」という。）の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給料） 

第２条 特別職の職員の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

(１) 市長 1,410,000円 

(２) 副市長 1,120,000円 

(３) 教育長 京都市職員給与条例（以下「給与条例」という。）別表第１の１行政職給料表の

適用を受ける職員で職務の級が７級である職員（以下「７級職員」という。）のうち、その級

における最高の号給を受ける職員の例による額 

(４) 常勤の監査委員 750,000円 

(５) 公営企業の管理者 ７級職員のうち、その級における最高の号給を受ける職員の例による

額 

２ 前項に定めるもののほか、特別職の職員の給料の支給については、給与条例の適用を受ける常

勤の職員（以下「一般職の職員」という。）の例による。 

（通勤手当） 

第３条 特別職の職員の通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。 

（地域手当） 

第４条 教育長及び公営企業の管理者（以下「教育長等」という。）の地域手当は、一般職の職員

の例により支給する。 

（期末手当） 

第５条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する特別職の職員に対し、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。

基準日前１月以内に退職した特別職の職員で別に定めるものについても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、算定基礎額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて

得た額とする。 

(１) 市長、副市長及び常勤の監査委員（以下「市長等」という。） 100分の175以内 

(２) 教育長等 100分の232.5以内 

３ 前項の算定基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

(１) 市長等 それぞれその基準日現在（退職した市長等にあっては、退職した日現在）におい

て市長等が受けるべき給料月額に100分の145を乗じて得た額 

(２) 教育長等 ７級職員の期末手当の算定基礎額の例による額 

４ 前３項に定めるもののほか、特別職の職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例に

よる。 

（退職手当） 

第６条 特別職の職員が退職したときは、その者（死亡による退職の場合は、その遺族）に対し、

退職手当を支給する。ただし、その支給は、任期ごとに行うことができる。 

第７条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に在職月数を乗じて得た額に、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

(１) 市長 100分の46.4 

(２) 副市長 100分の35.8 

(３) 教育長 100分の30.8 

(４) 常勤の監査委員 100分の14 

(５) 公営企業の管理者 100分の30.8 

２ 前項の規定にかかわらず、国家公務員法第60条の２第２項に規定する定年前再任用短時間勤務

職員（以下「国家公務員定年前再任用短時間勤務職員」という。）以外の一般職の国家公務員（国

家公務員定年前再任用短時間勤務職員以外の一般職の国家公務員を退職し、退職手当の支給を受

けることなく引き続いて一般職の地方公務員となった者（以下「特定地方公務員」という。）を

含む。第２号及び次条において同じ。）から退職手当の支給を受けることなく引き続いて特別職
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の職員となった者が退職した場合における退職手当の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

(１) 特別職の職員としての在職月数（次条の規定により通算されることとなる期間を除く。）

について前項の規定を準用して算定した額 

(２) 次条の規定により特別職の職員としての在職月数に通算されることとなる期間について、

その者が当該国家公務員（特定地方公務員にあっては、一般職の地方公務員）を退職した日（以

下この号において「基準日」という。）に受けていた給料の特別職の職員を退職した日現在の

月額を基礎とし、かつ、基準日に本市の職員を退職したものとして、京都市職員退職手当支給

条例の規定を準用して算定した額 

３ 前２項の在職月数に１月未満の端数があるときは、これを１月に切り上げるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定により計算して得た額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

第８条 国家公務員定年前再任用短時間勤務職員以外の一般職の国家公務員が退職し、退職手当の

支給を受けることなく引き続いて特別職の職員となった場合における当該一般職の国家公務員と

しての引き続いた在職期間（特定地方公務員にあっては、国家公務員としての在職期間及び地方

公務員としての在職期間）は、その者の特別職の職員としての在職月数に通算する。 

第９条 第６条及び第７条の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、議会

の議決を経て、退職手当を支給せず、又はその額を変更することができる。 

２ 前条に規定する特別職の職員が退職し、引き続いて国家公務員定年前再任用短時間勤務職員以

外の一般職の国家公務員となった場合においては、第６条の規定にかかわらず、退職手当は、支

給しない。 

第10条 第６条から前条までに定めるもののほか、特別職の職員の退職手当の支給については、京

都市職員退職手当支給条例の適用を受ける職員の例による。 

（教育長等の手当） 

第11条 第３条から前条までに定めるもののほか、教育長等の手当は、７級職員の例により支給す

る。 

（公営企業の管理者の控除金） 

第12条 第２条から第５条まで及び前２条の規定にかかわらず、公営企業の管理者に給与を支給す

る際、公営企業に従事する企業職員との均衡を考慮して別に定めるものについては、その給与か

ら控除することができる。 

（委任） 

第13条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項

については、市長が定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（関係条例の廃止） 

２ 京都市特別職職員退職手当支給条例は、廃止する。 

（適用区分） 

３ 第６条から第10条までの規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用

し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 
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○京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例（抄） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法第203条第４項の規定に基づき、市会議員の議員報酬、費用弁償及

び期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

（議員報酬の額） 

第２条 議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。 

(１) 議長 月額1,120,000円以内 

(２) 副議長 月額1,030,000円以内 

(３) 議員（議長及び副議長を除く。） 月額960,000円以内 

（議員報酬の支給） 

第３条 議員報酬は、その月分を翌月７日までに支給する。ただし、退職又は死亡の場合は、その

際これを支給する。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、市長は、その支給方法につ

いて定めることができる。 

第４条 就職し、若しくは退職した月又は異動があった月は、日割りにより計算した額を支給する。 

２ 議員報酬を受けるべき者が死亡したときは、その月分の全額を支給する。 

（費用の弁償） 

第５条 市会議員が職務のため出張するときは、費用弁償として京都市旅費条例を準用し、同条例

別表の特級相当額をその都度支給する。 

（期末手当） 

第６条 議長、副議長及び議員で、６月１日及び12月１日（以下これらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職するものに対し、それぞれ基準日の属する月に期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、前項に規定する者が受けるべき議員報酬月額に100分の145を乗じて得た額に、

100分の175以内の割合を乗じて得た額とする。 

３ 前項の議員報酬月額は、基準日以前６月間において職に異動がなかった者については、その者

が基準日現在において受けるべき議員報酬月額とし、当該期間内において職に異動があった者に

ついては、その者がそれぞれの職に在職した期間を勘案して市長が定める額とする。 

４ 期末手当の支給日については、京都市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。 

５ 基準日前１月以内に議員を退職し、又は死亡した者については、前各項の規定に準じて期末手

当を支給する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項

は、市長が定める。 

附 則 抄 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成20年９月１日以後の期間に係る議員報酬について適用

する。 

（関係条例の廃止） 

２ 京都市会議員期末手当支給条例は、廃止する。 
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○京都市会議員の議員報酬の額の特例に関する条例（抄） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、市会議員に支給する議員報酬の額について、京都市会議員の議員報酬、費用

弁償及び期末手当の支給に関する条例（以下「条例」という。）の特例を定めるものとする。 

（議員報酬の額の特例） 

第２条 令和６年１月１日から令和９年３月31日までにおける市会の議長、副議長及び議員の議員

報酬の額は、条例の規定にかかわらず、条例の規定を適用した場合にその者が支給を受けること

ができる額から、当該額に100分の20を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）を減じた額とする。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。 
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